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中医協の議事経過などか
らMPIがまとめた現時点で
の制度改定の予測です。
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2016年度診療報酬改定のスケジュール

2015年12月下旬 予算編成過程で改定率を決定

2015年夏～秋
診療報酬改定の基本方針を議論
2015年11月下旬～12月上旬
診療報酬改定の基本方針の策定

2015年１月頃から
2016年度診療報酬のあり方を議論
（入院、外来、在宅など）

2015年10月~11月
医療経済実態調査結果報告

2015年12月上旬
薬価・材料価格調査結果報告

2016年1月~
診療報酬改定項目の調査・審議
（公聴会、パブリックコメント）

2016年1月下旬
諮問（改定率）を受けて、診療報酬改
定個別項目の点数を設定
2016年2月中旬
診療報酬改定（点数を含む）案を答申

2016年1月中旬
診療報酬点数の改定案の調査・審議を諮問

2016年3月上旬
官報告示、通知の発出

2016年3月中下旬
説明会の開催 → 疑義解釈通知の発出

社会保障審議会（医療保険部会など）

内閣 中央社会保険医療協議会
（中医協）

厚生労働大臣

2015年6月30日 「骨太の方針2015」
を閣議決定。財政運営上での社会保障政
策方針を公表

参考：社保審医療部会資料（20150916）
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2018年度の診療報酬改定は・・・・
（介護報酬改定、医療計画、介護保険事業計画、医療費適正化
計画など）

2012年度改定、2014年度改定の評価をどうするか？

地域医療構想をどう反映させるか？（整合性）

2016年度診療報酬改定の方向

2016年度の診療報酬改定は、
次期改定に向けた“様子見改定”か？
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＜入院＞
7対1算定要件の厳格化
・重症度、医療・看護必要度（A項目2点以上B項目3点以上、15%以上）
評価項目を見直して、（A:3点以上15% or A:2点以上B:3点以上20%以上など）
・在宅復帰率（75%基準の見直し、自宅退院重視）
・退院支援の評価（退院調整加算等の見直し、専任スタッフの配置）
10対1算定要件の厳格化
・データ提出加算算定（義務化）
短期滞在手術等基本料３
・対象疾患の追加（経皮的シャント拡張術・血栓除去術、体外衝撃波腎・尿管結石
破砕術、ガンマナイフによる定位放射線治療）
・対象疾患の見直し（水晶体再建術（白内障両眼手術）、腹腔鏡下鼠径ヘルニア
手術（15歳未満）など）
・包括範囲から除外（人工透析などの高額な費用）
総合入院体制加算１（要件緩和→化学療法4000件/年）
総合入院体制加算２（要件強化→実績要件の「望ましい」を「満たすこと」）

2016年度診療報酬改定の論点

加算１：5施設
加算２：278施設
（2015年5月時点）

項目の見直しは、次ページの参考資料

2015年12月2日時点
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A項目
「無菌治療室での管理」の追加？ B項目

「診療・療養上の指示が通じる」「危険
行動」の追加？
「起き上がり」「座位保持」の廃止？

判定
評価項目を見直して、
A:3点以上15% 又は
A:2点以上B:3点以上、20%以上などを検討

参考資料2015年12月2日時点
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地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料
・手術料、麻酔料（包括評価の是非→出来高算定の低い点数の新基準）
・在宅復帰（自宅退院重視、多職種カンファレンスの評価）
回復期リハビリテーション病棟入院料
・障害の程度
（入院料１：「日常生活機能11点以上が20%以上」を追加）
・ADL改善（アウトカム評価）
（入院料１：「重症患者の30%以上で日常生活機能が4点以上改善」→40%以上）
・重症度、医療・看護必要度（「A項目1点以上の患者が10%以上」を廃止）
・体制強化加算の厳格化
療養病棟入院基本料
・医療区分の見直し
・療養病棟入院基本料２の要件強化（医療区分2、3の患者割合要件の追加）
・在宅復帰機能強化加算
・療養病棟と障害者病棟と特殊疾患病棟の整合性
（意識障害のある脳卒中患者を同等の評価に）

2016年診療報酬改定の論点

関連団体が要望（回復
期リハビリテーション病棟協
会など10団体）

・介護療養病床の廃止
・25:1、30:1の経過措置終了

（2018年3月末）
次ページの参考資料

次々ページの参考資料

2015年12月2日時点
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「酸素療法」を医療区分２へ？

「難病」は対象疾患拡大を受けて再検討？
（56疾患103万人→306疾患150万人）

「褥瘡」を医療区分１へ？

「うつ状態」を削除？

「血糖検査」を削除？

参考資料2015年12月2日時点
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「(１か月以上入院していた患者に限る)」を廃止？

急性期病棟からの転棟と自宅からの入院
を分けて評価する？

病床回転率の評価方法の見直し？

参考資料2015年12月2日時点
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＜外来・在宅＞
かかりつけ医の評価
・紹介状なしの大病院受診で追加徴収（医療保険制度改革法改正）
・500床以上病院の初診料等の減算要件
（「紹介率40%未満かつ逆紹介率30%未満」の見直し）
・地域包括診療料、地域包括診療加算の要件緩和
（対象疾患の拡大、縛りの緩和（高血圧、糖尿病、脂質異常症、認知症））
（医師要件の緩和（常勤医師3人以上））
在宅医療の評価
・在医総管（在宅時医学総合管理料）、特医総管（特定施設入居時等医学総合管理料）
（重症度評価（医療区分、要介護度など）、同一建物減算の緩和など、要件の見直し）
・在宅医療専門診療所（創設、在宅療養支援診療所のありかた）
・訪問看護（小児の訪問看護の評価、機能強化型訪問看護管理療養費の要件緩和）
＜その他＞
・後発医薬品使用体制加算（評価基準の見直し）
・院内処方のジェネリック使用（評価の新設）

2016年診療報酬改定の論点

診療料：122施設
診療加算：6536施設

（2014年7月末）

初診で5000円？
再診で1000円？

2015年12月2日時点
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＜DPC/PDPS＞
・DPC対象病院Ⅱ群の実績要件「高度な医療技術」
（「特定内科診療」を追加）
・DPC包括点数設定に重症度に応じた評価を試行導入
（脳血管疾患、肺炎、糖尿病に「CCPマトリックス＊」を導入）
・機能評価係数Ⅱの見直し
（保険診療係数→分院より機能の低い大学本院、精神科のないⅠ群やⅡ群）
（地域医療係数→体制評価指数で「臨床研究中核病院の指定」を評価）
（カバー率係数→Ⅲ群の係数を分散させるため、下限値を見直す）
（後発医薬品係数→60%上限を70％上限に）
（新たな係数→「重症度係数」を8項目めとして追加）

2016年診療報酬改定の論点

手術・処置と副傷病等の組み合わせに基づく医
療資源必要度分類でありツリー図にとらわれずに
医療資源必要度が類似したグループをまとめること
ができる方法。

この例では９区分を3段階に圧縮して点数の組み合わせを減らすことがで
きる。また2次元の組み合わせに限らず、多次元で集約が可能となる。

CCPマトリックス

第6回DPC評価分科会 提出資料より
（2015年10月26日）

次ページの参考資料

2015年12月2日時点
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後発医薬品係数の評価方法（イメージ）

11

0% 60% 100%70%

指数（後発医薬品の使用割合）

係数

0.01274

上限なし

70%上限

60%で上限
2014年度
0.01274

h06

参考資料

2016年度は「70%上限」となりそうだが、今後は
「80%上限」や「上限なし」が導入される可能性もある。

2015年12月2日時点
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機能評価係数Ⅱ

12

データ提出スケジュール（機能評価係数Ⅱは毎年4月に再設定）
2016年10月2013年10月 2014年4月 2014年10月 2015年4月 2015年10月 2016年4月

データ提出

データ提出

データ提出

20150918

調整係数

基礎係数＋暫定調整係数＋機能評価係数Ⅱ

機能評価係数Ⅱ
６係数（データ提出、複雑性、効率性、カバー率、地
域医療、救急医療）

基礎係数＋暫定調整係数＋機能評価係数Ⅱ

機能評価係数Ⅱ
７係数（保険診療、複雑性、効率性、カバー率、地
域医療、救急医療、後発医薬品）

基礎係数＋暫定調整係数＋機能評価係数Ⅱ

機能評価係数Ⅱ
８係数？（保険診療、複雑性、効率性、カバー率、
地域医療、救急医療、後発医薬品、重症者？）

基礎係数＋機能評価係数Ⅱ （基礎係数）2018年4月1日から

基礎係数（3区分）

2012年3月31日まで

2012年4月1日から

2014年4月1日から

2016年4月1日から

（機能評価係数Ⅱ）

調整係数（病院ごとに設定）

基礎係数（3区分） 暫定調整係数

基礎係数（3区分）

1/4

2/4

3/4

係数の財源(イメージ)

機能評価係数Ⅱ

参考資料2015年12月2日時点
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＜調剤＞
薬剤服用歴管理指導料
・要件の見直し（お薬手帳あり41点、なし34点）
（初回と2回目以降に差を設ける）
大型門前薬局の評価の適正化
・処方箋集中率（4000回超＆70％超、2500回超＆90％超）
残薬解消や多剤・重複投与の削減
・薬局と医療機関の連携を評価
・在宅を評価

後発医薬品調剤体制加算
・算定基準の見直し

2016年度診療報酬改定の論点

減額特例を25点から18点に引き下げ、
対象を「月1200枚以上&70%超/月
2500枚以上&50%超」まで広げる。
（財政制度等審議会の案）

次ページの参考資料

「かかりつけ薬局」を評価
・服薬情報の一元管理や服薬指導など
「門前薬局」の評価の見直し
・かかりつけ機能を発揮しない薬局
（社会保障審議会医療保険部会2015年12月2日）

2015年12月2日時点
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2014年度

【後発医薬品調剤体制加算】（処方せんの受付１回につき）

１ 後発医薬品調剤体制加算１ 18点
２ 後発医薬品調剤体制加算２ 22点

［施設基準］
① 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した
規格単位数量（薬剤の使用薬剤の薬価（薬価基準）別表に規定する規格単位ごとに数えた数量
をいう。）のうち、後発医薬品の調剤数量の割合が、それぞれ、以下のとおりであること。

後発医薬品調剤体制加算１ 55％以上
後発医薬品調剤体制加算２ 65％以上

② 当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬
品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50％以上であること。

後発医薬品調剤体制加算（2014年度）

14

参考資料
2015年12月2日時点
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先駆け審査指定制度加算（←先駆導入加算）
（加算率は原則10％とし、最大で20％までの加算）
外国平均価格調整
（対象外の拡大：外国での承認が10年以上前、外国の平均価格が薬価の1/3未満）
新規性の乏しい医薬品
（既収載品より低い評価（80％）：後発医薬品対策と見做される場合など）
新規収載後発品の薬価
（初収載後発品価格を0.5掛け（10品目を超える内用薬は0.4掛け））
（バイオ後続品は現行維持）
後発品の薬価の改定等（後発品薬価の3価格帯は維持か）
長期収載品の薬価（特例引き下げ（Z2））
（後発品置き換え率を「30％未満」「30％以上50％未満」「50％以上70％未満」）
基礎的医薬品（薬価を下支えする制度）
新薬創出・適応外薬解消等促進加算（試行を継続）
市場拡大再算定
（年間販売額が巨額な品目について新たな要件を設定など）

2016年度薬価制度改革の論点（2015年12月2日薬価専門部会提出資料）

引き下げ率（影響度）
80%→70%（▲12.5%）
70%→60%（▲14.3%）
60%→50%（▲16.7%）

薬価調査結果も勘案した上で、引き下げ幅を決定

次ページの参考資料

2015年12月2日時点
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「先発医薬品の薬価」（特例的な引き下げ Z2）

長期収載品（既収載品）
後発医薬品が薬価収載されてから、5年経過した後の最初の改定以降
において、後発医薬品に置換わっていない個々の先発品を対象に、「特例
的な引き下げ」（Z2）を行う。

・後発医薬品置換え率20％未満の先発品の引き下げ幅：2.0%
・後発医薬品置換え率40％未満の先発品の引き下げ幅：1.75%
・後発医薬品置換え率60％未満の先発品の引き下げ幅：1.5%

16

30%未満
50%未満
70%未満

参考資料

2015年12月2日時点
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どうか今日のお話が、

皆様のお仕事のお役
に立てますように！
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